
令和７年度第３回大分県行政不服審査会 議事録 

 

１ 日  時：令和７年９月 11 日（木）14：00～16：00 

 

２ 場  所：市町村会館６階 ６１会議室 

 

３ 出席委員：阿部会長、秋山委員、後藤委員、多田委員、松本委員 

（委員５名中５名出席） 

 

４ 議 事 

  事務局長が大分県行政不服審査会（以下「審査会」という。）の会議の定足数を満たし

ていることを確認した。 

調査審議の公開・非公開について、非公開とすることが全会一致で決定された。 

審査会の会長について、委員の互選により、阿部委員が会長に選出された。 

会長の職務代理者について、阿部会長が松本委員を職務代理者に指名した。 

 

⑴ 令和７年度諮問第１号地方税法第 73条の２第１項の規定に基づく不動産取得税賦課

処分に対する審査請求事件に係る調査審議について 

・答申案について審議を行い、答申を決定した。 

⑵ 令和７年度諮問第２号精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第８条の規

定による認定の申請に係る障害等級の更新決定処分に対する審査請求事件に係る調査

審議について 

・答申案について審議を行い、答申を決定した。 

 ⑶ 令和７年度諮問第３号精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条第１項の規

定による精神障害者保健福祉手帳の申請に係る交付決定処分に対する審査請求事件に

係る調査審議について 

・次回の審査会において、引き続き審議を行うこととした。 

⑷ 令和７年度諮問第４号児童福祉法第 33 条の規定に基づく一時保護決定処分に対する

審査請求事件に係る調査審議について 

・次回の審査会において、引き続き審議を行うこととした。 

⑸ 令和７年度諮問第５号化製場等に関する法律第２条第２項の規定に基づく許可申請

に係る不許可処分に対する審査請求事件に係る調査審議について 

・次回の審査会において、引き続き審議を行うこととした。 

⑹ 議事録署名委員 

   ・今回の議事録署名委員について、会長が松本委員を指名し、承諾された。 

以上 


